
津幡町結婚祝品交付要綱 

平成２５年１０月２３日 

津幡町告示第１０２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、婚姻後間もない夫婦に結婚祝品を交付することにより、未婚者の婚姻を奨

励するとともに、本町への定住を促進し、町の活性化の推進に資することを目的とする。 

（結婚祝金の交付） 

第２条 町長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦に、結婚祝品として３万円相当の商

品券を交付する。 

（１） 夫及び妻が、本町に住所を有し引き続き３年以上居住する意思があること。 

（２） 夫及び妻が、婚姻日（婚姻の届出をした日をいう。以下同じ。）から３月以内までに

本町に住所を有していること。 

（３） 夫又は妻のいずれかの者の年齢が、婚姻日において４０歳以下であること。 

（４） 夫及び妻のいずれかが結婚祝金又は結婚祝品の交付を受けたことがないこと。 

（５） 夫及び妻が、町税等（津幡町の条例、規則等に定める税及び料金等をいう。以下同じ。）

を滞納していないこと。 

（交付申請） 

第３条 前条の規定により、結婚祝品の交付を受けようとするものは、婚姻日から起算して３月

以内に、津幡町結婚祝品交付申請書（様式第１号）により、次の書類を添えて町長に申請しな

ければならない。ただし、町長は、必要があると認めるときは、当該申請期間を延長すること

ができる。 

（１） 戸籍全部事項証明書、戸籍謄本又は婚姻届受理証明書（本町以外に本籍を有する者。

ただし、婚姻日に本町に住所を有する者を除く。） 

（交付決定） 

第４条 町長は、前条の規定による結婚祝品の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、

交付の適否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、津幡町結婚祝品交付決定通知書兼確定

通知書（様式第２号）により、不交付を決定したときは、津幡町結婚祝品不交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（交付請求等） 



第５条 前条第２項の規定により、交付決定及び確定の通知を受けた者は、津幡町結婚祝品交付

請求書（様式第４号）により結婚祝品を請求するものとする。 

２ 前項の規定により、結婚祝品の交付を受けた者は、津幡町結婚祝品受領書（様式第５号）を

町長に提出しなければならない。 

（返還） 

第６条 町長は、偽りその他不正の行為により結婚祝品の交付を受けた者に対し、当該夫婦から

結婚祝品の相当額の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 町長は、前項の規定により結婚祝品の相当額の返還を決定したときは、津幡町結婚祝品返還

決定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、公表の日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和８年１２月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日前までに提出され

た婚姻届に係る祝品の交付及び交付された祝品の返還については、同日以後も、なお従前の例

による。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

 


